
（法人にあっては所在地、名称、代表者名）

申 請 者 の 住 所 及 び 氏 名

瀬 戸 内 海 環 境 保 全 特 別 措 置 法 に

基 づ く 事 前 評 価 に 関 す る 書 面



1. 工場又は事業場の概要

工 場 又 は 事 業 場

の 名 称

工 場 又 は 事 業 場

の 所 在 地

処 理 対 象 人 員

汚 水 等 の 量

処 理 の 方 法

2. 許可申請書の概要及びその理由

　（　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方式）

　建設省告示第1292号 第　　第　　号（ 第　 　第 　　号 ）

　　　　　　　　　　　人

通常　　　　　　　　　m3/日 最大　　　　　　　　　m3/日



3. 工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値、

　当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

　　　　　       区　分 現　　　状 設置（変更）後 負荷量の

 項　目 通　常 最　大 負荷量＊ 通　常 最　大 負荷量＊ 増　 減

 排水量（ｍ3/日）
 ｐ Ｈ
 ＢＯＤ（ｍg/ｌ）
 ＣＯＤ（ｍg/ｌ）
 Ｓ Ｓ （ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｎ（ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｐ（ｍg/ｌ）
 ｎ-Hex（ｍg/ｌ）

 大腸菌群数(個/cm3）

 排水量（ｍ3/日）
 ｐ Ｈ
 ＢＯＤ（ｍg/ｌ）
 ＣＯＤ（ｍg/ｌ）
 Ｓ Ｓ （ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｎ（ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｐ（ｍg/ｌ）
 ｎ-Hex（ｍg/ｌ）

 大腸菌群数(個/cm3）

 排水量（ｍ3/日）
 ｐ Ｈ
 ＢＯＤ（ｍg/ｌ）
 ＣＯＤ（ｍg/ｌ）
 Ｓ Ｓ （ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｎ（ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｐ（ｍg/ｌ）
 ｎ-Hex（ｍg/ｌ）

 大腸菌群数(個/cm3）

 排水量（ｍ3/日）
 ｐ Ｈ
 ＢＯＤ（ｍg/ｌ）
 ＣＯＤ（ｍg/ｌ）
 Ｓ Ｓ （ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｎ（ｍg/ｌ）
 Ｔ－Ｐ（ｍg/ｌ）
 ｎ-Hex（ｍg/ｌ）

 大腸菌群数(個/cm3）

　負荷量＊ （Kg/日） 〓 最大排水量（m3/日） × 通常水質（ｍg/l）×103

排
水
口



4. 工場又は事業場の排水口の位置及び数並びに汚水等の処理系統

 (1) 排水口の位置及び数

 (2) 汚水等の処理系統

　 別 図　　　　のとおり

5. 工場又は事業場の排水口周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る
　環境基準その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

 (1) 排水経路（別図　　　　参照）

 環 境 基 準 点

 環 境 基 準 類 型

 (2) 人の健康の保護に関する項目

0.003 検出され 0.01 0.05 0.01 0.0005 検出され

 mg/l 以下 ないこと  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下 ないこと

1,2-ｼﾞｸﾛﾛ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛ ｼｽｰ1,2ｰｼﾞ 1,1,1-ﾄﾘ
ｴﾀﾝ ｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾀﾝ

検出され 0.02 0.002 0.004 0.1 0.04 1
ないこと  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下

1,1,2-ﾄﾘ ﾃﾄﾗｸﾛﾛ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛ
ｸﾛﾛｴﾀﾝ ｴﾁﾚﾝ ﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

0.006 0.01 0.01 0.002 0.006 0.003 0.02
 mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素

0.01 0.01 10 0.8 1 0.05
 mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下

 備 考： 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

 (3) 生活環境の保全に関する項目

 河 川  （ 類型：　　　　　）

項 目 ｐ Ｈ ＢＯＤ Ｓ Ｓ Ｄ Ｏ 大腸菌群数

以上 -
以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以上 MPN/100ml 以下

 海 域  （ 類型 ： 　C　）

項 目 ｐ Ｈ ＣＯＤ Ｄ Ｏ 大腸菌群数 油 分 等 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ

以上
以下  mg/l 以下  mg/l 以上 MPN/100ml 以下  mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以下

 河 川 ・ 海 域  （ 類型 ： 　　生物　　　）

項 目 全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ LAS

 mg/l 以下  mg/l 以上
基準値

ｼ ﾏ ｼﾞﾝ ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ

 排出先の河川・海域名

砒  素 ｱﾙｷﾙ水銀総 水 銀六 価 ｸ ﾛ ﾑ

項 目 ｾ ﾚ ﾝ ふ っ 素 ほ う 素

ｶ ﾄﾞﾐ ｳ ﾑ 鉛

ﾁ ｳ ﾗ ﾑ

基準値

基準値

基準値

ﾍﾞﾝ ｾﾞﾝ

項 目

項 目

基準値

項 目

基準値

基準値

全 ｼ ｱ ﾝ

ＰＣＢ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

四塩化炭素

別 図　　　　のとおり　　　　本（うち雨水専用　　　　本）



② 　その他

項 目 ﾌｪﾉｰﾙ類 銅 亜鉛 溶解性鉄 全クロム

0.01 0.02 0.1 0.5 1.0
 mg/l 以下  mg/l 以下  mg/l 以上  mg/l 以上  mg/l 以下

６. 周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項

 (1) 周辺公共用水域の水質の現況（負荷量が増大しない場合）

（河川域 ・ 海域）

p H D O Coli-G ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ
抽出物質 T-N T-P 全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

ｍg/ｌ 個/cm3 ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ

最 小

最 大

平 均 ―

LAS ｱﾝﾓﾆｱ性
窒素

硝酸性窒素亜硝酸性窒素りん酸性りん クロロフィルa 透明度

ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ μg/L m

最 小

最 大

平 均 ―

 (2) 当該水域の現況に関する事項

６. 周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項

 (1) 周辺公共用水域の水質の現況（負荷量が増大する場合）

陰ｲｵﾝ界面活性剤

0.1
 mg/l 以下

C-4

 Ｅ 135o 23´ 32´´

 Ｎ 34o 33´ 42´´

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 　　　　１pg-TEQ/L

① 　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法に基づく環境基準

 （４）その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

測定年月日　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで（ 　日間）

採水機関名

分析機関名

　環　境　基　準　点

　環　境　基　準　点

測定時期、測定機関名　　　　　　年度 大阪府環境白書

基準値



（河川域）

水域 測定 　 項 目 流 量 p H BOD COD S S T-N T-P ｎ-Hex Coli-G

名 点名  日 時 ｍ3/日 ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ 個/cm3

～

～

～

（海 域）

項　 目 p H COD S S D O T-N T-P
　日 　時 ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ

表 層

中 層

月 表 層

中 層

日 表 層

中 層

～

 (2) 当該水域の現況に関する事項

平　均

平　均

平　均

平　　均

:

:

:

:

:

:

：

：

測地点名

　
月
　
日

　
月
　
日

　
月
　
日

：

:

:

:



７. 排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその

  予測の方法

 (1) 汚濁負荷量の増加の有無 （ 有 ・ 無 ）

   (汚濁負荷量の増加がない場合は、(2)以下は省略することが出来る。）

 (2) 周辺公共用水域の範囲

 (3) 周辺公共用水域の水質の変化の予測の方法

 (4) 周辺公共用水域の水質の変化の程度

BOD COD S S T-N T-P ｎ-Hex

ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ ｍg/ｌ

直 上 流 現 況

直 下 流 現 況

予 測

現 況

予 測

現 況

予 測

現 況

予 測

水域名 測 点 点 名 区 分



８. その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となる

  べき事項

 (1) 特定施設の管理体制

 (2) 汚水等処理施設の管理体制

 (3) 排出水の分析体制

 (4) 用途地域

 (5) その他参考となる事項


